
   三郷町住宅グリーン化事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ゼロカーボンシティＳＡＮＧＯの実現に向けて、町内でネッ

ト・ゼロ・エネルギー・ハウス（以下「ＺＥＨ」という。）等の環境負荷低減を

目的とした機能を住宅に導入した者に対し、町長が予算の範囲内において三郷町

住宅グリーン化事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） 外皮の断熱性能等を大幅に

向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維

持しつつ、大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入

することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指

した住宅であって、ＺＥＨロードマップ（平成２７年１２月経済産業省策定）

におけるＺＥＨの定義（「Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ」を除く。）を満たすものを

いう。 

(2) 国ＺＥＨ補助金 国（経済産業省、環境省及び国土交通省）がＺＥＨ普及を

目的に実施する補助金をいう。 

(3) ＢＥＬＳ 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針（平成２８年国

土交通省告示第４８９号）に基づく第三者認証の一つである「建築物省エネル

ギー性能表示制度」をいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、補助

金の交付申請をする者（以下「申請者」という。）が居住する住宅であり、次の

各号のいずれかにより、ＺＥＨであることを証明できる町内の戸建住宅とする。 

(1) 国ＺＥＨ補助金を受けたもの 

(2) ＢＥＬＳにおいて、ＺＥＨの評価・認証を受けたもの 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象住



宅を導入する事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 

(1) 補助対象住宅を新築する事業 

(2) 補助対象住宅である新築建売住宅を購入する事業 

(3) 既存住宅をＺＥＨに改修する事業 

（補助金の交付対象者） 

第５条 補助金の交付対象者は、前条の補助対象事業を行った者であって、町税（

国民健康保険税を含む。以下同じ。）を滞納していない者とする。 

（補助対象経費及び補助金の額等） 

第６条 補助の対象となる経費は、第４条の補助対象事業に係る経費（消費税及び

地方消費税相当額を除く。）とし、補助金の額は１戸あたり１０万円とする。 

２ 補助金の交付は、同一の補助対象住宅において、１回限りとする。 

（補助金の交付申請及び実績報告） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、三郷町住宅グリーン化事業補助金交

付申請書兼実績報告書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しな

ければならない。 

(1) 住民票の写し（申請日前３箇月以内のもの） 

（2）町税の納税証明書又は町税の課税がない証明書（第１号様式の２） 

(3) 補助対象事業に係る請負契約書等の写し（契約金額等の内訳を明らかにする

書類を含む。） 

(4) 国ＺＥＨ補助金の交付決定通知書及び額の確定通知書の写し（第３条第１号

に該当する場合に限る。） 

(5) ＢＥＬＳ評価書の写し（ＺＥＨであること及び一次エネルギー消費削減率の

記載があるもの） 

(6) 太陽光発電を設置したことを証明できる書類（第３条第２号に該当する場合

に限る。） 

(7) 工事完了引渡証明書 

(8) その他町長が必要と認める書類 

 （補助金交付の条件） 

第８条 申請者は、この要綱の規定による補助金を受けて導入した設備を、町長の

承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、又は担保に供してはならない。 



（補助金の交付決定通知） 

第９条 町長は、第７条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の

審査等により、速やかに補助金の交付又は不交付を決定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、三郷町住宅グリー

ン化事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により、申請者に通知するものと

する。 

３ 町長は、第１項の規定により補助金の不交付を決定したときは、三郷町住宅グ

リーン化事業補助金不交付決定通知書（第３号様式）により、申請者に通知する

ものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１０条 前条第２項の規定による交付決定通知を受けた者は、三郷町住宅グリー

ン化事業補助金交付請求書（第４号様式）を町長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１１条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、 

補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくは 

これに付した条件を変更することができる。この場合において、既に補助金が交 

付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。 

 (1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は手続きについて不正の行為があったと

き。 

(2) この要綱の規定に違反したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき。 

２ 前項の規定による補助金の返還命令は、三郷町住宅グリーン化事業補助金返還

命令書（第５号様式）によるものとする。 

（手続きの代行） 

第１２条 申請者は、補助対象住宅を建築又は販売する者等（以下「手続き代行者

」という。）に対し、第１号様式により第７条に規定する補助金の交付申請及び

実績報告に係る手続きの代行を委任することができる。 

２ 前項の規定により手続き代行者が得た個人情報は、個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

３ 町長は、手続き代行者が第１項に規定する手続きを偽りその他不正の手段によ

り行ったと認めたときは、当該手続き代行者の氏名又は名称及び住所並びに法人



にあっては、その代表者の氏名並びに不正の内容等を公表し、手続きの代行を認

めない措置を講ずることができる。 

 （調査等への協力） 

第１３条 町長は、必要があるときは、交付決定者に対し、町が取り組む地球温暖

化対策に関する調査等に協力を求めることができる。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

付 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 


